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第５章 各分野に共通する施策の展開 

道では、第１章から第４章で掲げる「地球環境の保全」、「循環型社会の形成」、「自然との共

生」、「地域環境の確保」という４つの政策分野に対して、横断的・共通的に関わる施策を推進し

ています。 

また、施策の推進に当たっては、「環境教育等行動計画」等の関連計画等との調和を図りながら

取り組んでいます。 

 

 
１ 環境に配慮する人づくりの推進 

 

  

（1）環境教育の推進・環境にやさしいライフスタイルの定着 

平成26年（2014年）3月に道が策定した「北海道環境教育等行動計画」では、「道民一人ひ

とりが参加し協力しながら、持続可能な社会を築いていくため、環境保全意識を持ち主体的に行

動できる人づくりを進める」ことを目指す方向として掲げており、道民、事業者、民間団体、行

政等の各主体が連携しながら環境保全の取組を進めるとともに、その基盤となる「人づくり」の

推進に取り組むこととしています。 
 

ア 人材の育成・効果的な活用 

道では、子どもから大人までを対象とした参加・体験型の環境教育プログラムや、指導者の

育成を行う「環境の村事業」を実施しています。令和元年度（2019年度）は、環境保全活動

の実践へと結びつくような「エコロジーワークショップ」や「エコサロン」等を開催し、計94

人が参加しました。 

また、野幌森林公園（道立自然公園）の自然ふれあい交流館では、「ボランティア・レンジ

ャー育成研修会」を実施し、人と自然との橋渡し役をする自然解説員の育成を行いました。 

このほか、道では、地域の民間団体等による自主的な環境保全活動を支援するため、住民団

体等が開催する環境学習講座に講師を派遣する「北海道地域環境学習講座『eco-アカデミア』」

を実施しており、令和元年度（2019年度）は６回講師を派遣し、264人が参加しました。 

 

イ 環境配慮行動の意識付け等 

◆環境の村事業 

「環境の村事業」では、親子一緒の自然体験活動を通じて、環境問題への関心を高め、環

境配慮行動の実践につなげることを目的としたデイ・キャンプを令和元年（2019年）10月

に実施しました。キャンプでは、当別町道民の森神居尻地区にて親子25名が、森の音を聴

き、森の素材で音を出し、森のリズムと身体のリズムを感じながら、森の中で一日を過ごし、

自然環境への気付きを通して環境配慮行動への関心を高めました。 
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◆地域環境学習普及事業 

地域における環境教育・環境保全活動を進め 

るため、各（総合）振興局が主体となり、学校、 

事業者、地域団体・市民活動団体、市町村等と連 

携して、環境学習バスツアーや自然体験教室な 

どを行う「地域環境学習普及事業」を実施してお 

り、令和元年度（2019年度）は、14振興局に 

おいて、計26事業を行いました。 

 

◆キッズISO14000プログラム 

道内企業等（右表）から支援を受け、子どもた 

ちが主役となって家庭の省エネルギー等に取り 

組む環境教育プログラム「キッズISO14000プ 

ログラム」を、NPO法人国際芸術技術協力機構 

（ArTech）と共同で実施し、令和元年度（2019 

年度）は12市町村、12小中学校、174の児童生 

徒教員が参加しました。 

 

◆その他の取組 

道では、子どもたちが身近な場所で楽しみな 

がら環境について学ぶことができる環境教育プ 

ログラム「エコキッズ・アクションプログラム 

集」を作成し、道のホームページでも公開してい 

ます。（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ 

ksk/ecokids_actionprogram.htm） 

また、川の生き物を調べることで水環境保全意識を啓発する「全国水生生物調査」など、

国の環境教育の取組や各種啓発事業への積極的な参加を呼びかけました（下表）。 

 

 
 

 

 

 

 

ウ 学校教育における環境教育等の推進 

◆環境教育の推進 

小・中学校、高等学校、中等教育学校では、子どもたちが環境を大切にする気持ちをもつ

とともに、環境問題を自ら考え、環境に配慮した行動を実践できるようにするため、発達の

段階に応じて、各教科や特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習の時間など、教育活動

全体を通じた環境教育に取り組んでいます。 

    北海道滝川高等学校では、平成 25 年（2013 年）から文部科学省のスーパーサイエンス

年度 
区分 

H29 H30 R1 

団体数 人数 団体数 人数 団体数 人数 

こ ど も 

エコクラブ 
18 526 24 686 25 736 

全国水生 

生物調査 
6 234 6 271 5 231 

■令和元年度協力企業一覧 

■各種啓発事業への道内における参加状況 

*敬称略、五十音順 

事業者名 所在地

株式会社アミノアップ化学 札幌市清田区

イオン北海道株式会社 札幌市白石区

石上車輌株式会社 札幌市清田区

岩倉建設株式会社 札幌市中央区

岩田池崎建設株式会社 札幌市中央区

株式会社AIRDO 札幌市中央区

恵庭建設株式会社 恵庭市

大野土建株式会社 士別市

株式会社小野寺組 釧路市

生活協同組合コープさっぽろ 札幌市西区

株式会社コサイン 旭川市

株式会社櫻井千田 奈井江町

株式会社札幌ドーム 札幌市豊平区

サンフロア工業株式会社 岩見沢市

SHINNIKKEN株式会社 東京都

株式会社菅原組 函館市

株式会社ズコーシャ 帯広市

株式会社田中組 札幌市中央区

株式会社苫小牧清掃社 苫小牧市

株式会社中山組 札幌市東区

株式会社日興ジオテック 旭川市

日本製鉄株式会社 室蘭市

株式会社北翔 江別市

株式会社北海道エコシス 帯広市

株式会社プリプレス・センター 札幌市中央区

マックスバリュ北海道株式会社 札幌市中央区

株式会社マテック 帯広市

宮坂建設工業株式会社 帯広市

株式会社山内組 更別村

よつ葉乳業株式会社 札幌市中央区
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ハイスクールの指定を受け、持続可能な社会を築く資質と能力を備えた科学技術系人材の育

成を目的に研究開発に取り組んでいます。本校は取組の柱の１つに「環境共生教育」を位置

付け、宮島沼における環境調査、天売島における海鳥の繁殖行動の観察、大雪山・神居古潭

における地質環境・生態系の観察などを実施しています。また、多様な環境問題について理

解を深め、様々な立場から解決策を考える力を育成するとともに、環境保護に対する啓発の

機会とすることを目的に、本校生徒、保護者、一般市民を対象とした「高校生環境シンポジ

ウム in 滝川高校」を開催しています。シンポジウムでは、「落語で学ぼう～ごみ問題と地球

温暖化」と題した講演や、学習成果発表として、科学部の研究発表「石狩川マイクロプラス

チック調査報告」、天売島研修の報告「海鳥の環境と漂着ごみについて」などが行われまし

た。このほか、科学への興味・関心を高め、科学の面白さを体験してもらうとともに、身近

な環境問題について考える機会とすることを目的として、地域の小中学生とその保護者を対

象とした「サイエンスデー」の開催や、環境に関連したゲームやものづくり体験を通して高

校生と保育園児が交流する「高校生環境学習リーダー養成実習」を実施するなど、地域と密

接に関わりながら環境についての学習を深めています。 

         

 

◆エコスクールの取組の推進 

学校施設の一つひとつは、二酸化炭素の排出量など環境に対する負荷は大きくありませ

んが、全道の施設全体を考えると、数が多く、面積も大きいため、環境への影響は大きく

なります。  

また、学校は、次代を担う子どもたちにとって身近で、地域に必ず存在する施設である

ことから、学校における環境教育の取組などは、子どもたちだけでなく、その地域に対し

ても種々の影響を与えます。 

このことから、学校施設整備において、積極的に環境への影響を意識し、我が国の温室

効果ガスの削減目標に貢献するとともに、健康や周辺環境との調和など広義の環境負荷の

低減を図り、学校施設を教材として活用した環境教育を推進することを目的とした「エコ

スクール（環境を考慮した学校施設）」の取組が求められています。 

道内の公立学校においては、校舎や屋内体育館の改築事業などを実施する際に、内装に

道産材等の木材を活用し、木質化による暖かみのある空間を創出しているほか、令和元年

度（2019年度）末現在、高等学校19校、特別支援学校7校の屋上等に太陽光パネルを設

置し、発電した電力を活用することで化石燃料を削減し、環境負荷の低減を図っています。

また、こうした発電の状況を環境教育に活かす取組などを行っており、平成10年度

■「高校生環境シンポジウム in 滝川高校」の様子 ■「サイエンスデー」の様子 



 

 

- 97 - 

 

（1998年度）から令和元年度（2019年度）末までに、小学校90校、中学校36校が国

のモデル事業認定校に指定されています。 

 

 

環境教育の推進にあたっては、個人、学校、事業者、地域団体・市民活動団体、行政等の各主体

が相互に協働して取り組むことが大変重要です。このことを踏まえ、「北海道環境教育等行動計画」

では、道内における環境保全活動、協働取組、環境教育の取組事例（以下「道内における環境教育

等の取組事例」という。）を取りまとめ、情報提供しています。 

 

道内の環境教育等の取組事例の取りまとめ 
 

市町村等の協力を得て調査を行い、道内における環境教育等の取組事例（平成 30年度（2018

年度）末時点）について、513 の取組事例を収集しており、そのうち 162 は複数の主体による実

施です。また、環境教育、環境保全活動又は協働取組を合わせて実施する取組事例が数多く見受け

られます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※取組事例によっては複数該当あり 
 
 

※取組事例によっては、複数の実施主体あり 
 

「環境教育等の取組事例」の掲載ホームページ(環境政策課の環境教育のページ) 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/kankyokyoiku.htm 

 

協働の事例：環境教育・環境保全活動に関するプログラム実践講座 
 

学校や地域における環境教育等の担い手を育成するため、北海道、北海道教育委員会、公益財団

法人北海道環境財団及び北海道環境教育推進協議会等の協働により、平成２６年度（2014 年度）

から環境教育等の機会の場で活用できる「知識の習得」と「体験」を重視した実践講座（研修）の

開催に取り組んでいます。また、指導者の育成や指導者のネットワーク構築に向けて、令和２年

（2020 年）１月に開催した実戦講座では、15名の参加者が、気候変動への適応策及び SDGsの

視点で自分の住んでいる地域環境を調べ、災害可能性を考えたり、減災教育プログラムを立案した

りするなどワークショップ形式で学びました。 

  

  

取組事例の実施主体 該当数 

市町村 300 

学校 131 

NPO・地域団体 130 

関係機関・団体 104 

事業者 61 

国や道 52 

取組事例の趣旨 取組事例数 

環境教育 383 

環境保全活動 231 

協働取組 234 

環境保全意欲の増進 199 

■環境教育に関する講義 

≪道内における環境保全活動、各主体の協働、環境教育の取組の状況≫ 

■ワークショップ 



第５章 各分野に共通する施策の展開 

- 98 - 

 

エ 道民の「環境にやさしいライフスタイル」の確立 

道では、毎年7月を道民環境行動月間、5月、7月、10月、1月の第2日曜日をそれぞれ春・

夏・秋・冬の「道民環境の日」と定め、道民の皆さんに環境行動の実践を呼びかけています。 

また、日常生活における身近で環境にやさしい行動の事例、積極的に環境行動に取り組もう

とする事業者・団体等にとって参考となる情報などを「道民・事業者のための環境行動の手引

き」としてまとめ、道民の皆さんの取組を促進しています。 

 

◆環境に配慮したイベント（エコイベント）の推進 

道内では、展示会や式典、お祭りなど様々なイベントが行われています。これらは、情報

の発信や地域間交流などに有効である一方、エネルギーや資源の消費、廃棄物の発生など、

環境へ負荷を与える側面があります。 

   このため、道では、イベントの開催に伴う環境負荷の低減を図るとともに、環境に配慮し

たイベント（エコイベント）の開催を通じて環境意識を向上させ、取組の促進につなげてい

くため「北海道エコイベント指針－イベントにおける環境配慮のススメ－」を作成し、配慮

すべきポイントをまとめています。主催者や参加者の立場からチェックできるシートを掲げ、

この活用により、エコイベントとなるよう、道民の皆さんに呼びかけています。 

 

（2）民間団体等の自発的な環境保全活動の促進・協働取組の推進 

自発的な環境保全活動を促進するため、住民団体等が開催する環境学習講座に講師を派遣する

「北海道地域環境学習講座『eco-アカデミア』」を実施したほか、道民、事業者、行政など様々

な主体間の連携を進めるための事業や、公益財団法人北海道環境財団を通じた民間団体等への活

動支援などを進めています。 

 

ア 環境道民会議 

環境道民会議は、道民・事業者・  

行政が連携して積極的に環境保全 

活動の取組を推進し、北海道環境基 

本計画の目指す環境重視型社会を 

実現することを目的に平成 10 年 

（1998 年）に設置されました（右 

図）。令和元年（2019年）11月 

27 日現在で、66団体が参加してお 

り、令和元年度（2019年度）には 

海ごみをテーマとしたウィンターミ 

ーティングを開催し理解を深め、今 

後の更なる環境保全への取組を誓い 

ました。 

  

 

■環境道民会議がめざすもの 
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イ 企業との協定による事業の実施 

   道では、環境に関心の高い企業等と環境保全等に関する協定を締結し、様々な事業を協働で

実施しています。 

 

   ◆アサヒビール株式会社（協定締結平成 21 年（2009年）4月） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北海道コカ・コーラボトリング株式会社（協定締結平成 21 年（2009 年）11月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆株式会社サッポロドラッグストアー（協定締結平成 22年（2010年）12月） 

 

 

 

 

 

 

 

◆株式会社アドバコム（協定締結平成 30年（2018年）2 月） 

 

 

 

 
 
 
 
 

 北海道コカ・コーラボトリング株式会社との協働事

業である「北海道ｅ－水（イーミズ）プロジェクト」で

は、水辺の環境保全活動に取り組む道内の団体等を支

援しており、令和元年度（2019 年度）は 10 団体に

助成を行ったほか、11 月に札幌市内において、助成団

体による活動報告などを行う「北海道ｅ－水フォーラ

ム」を開催しました。また、２月には寄附対象商品を変

更したことから、覚書署名式を行いました。 

 アサヒビール株式会社との協働事業では、知床世界自然

遺産及びラムサール条約湿地の保全活動に取り組む団体

を支援しており、令和元年度（2019 年度）は「鶴の恩返

しキャンペーン」を展開しました。 

 株式会社サッポロドラッグストアーとの協働事業で

は、地球温暖化防止をテーマとした環境教室等を実施

しており、令和元年度（2019 年度）は、全道の児童

クラブや小学校などで、計 11 回、357 名に対して環

境教室を実施しました。 

 

 株式会社アドバコムとの協働事業では、子どもたちの

環境意識の醸成に向けて、令和元年度（2019 年度）は、

子ども環境情報紙「エコチル」（全道版）の毎号におい

て、巻頭特集の監修を行いました。 

 

■寄附金報告及び次期取組発表会 

での記念撮影 

■覚書署名式での記念撮影 

■環境教室の様子 

■子ども環境情報紙「エコチル」 
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◆日本航空株式会社 

株式会社日本航空と道との包括連携協定では、北海道  

の環境保全の分野において、タンチョウなどの希少野生  

動植物種の保護など生物多様性保全への協力が掲げられ 

ており、令和元年（2019 年）12 月と令和２年（2020 

年）１月に実施したタンチョウ越冬分布調査に、タンチ 

ョウのロゴマークを付けたＪＡＬの職員も参加し、釧路 

管内のタンチョウの飛来数をカウントしました。 
 

ウ 環境保全活動功労者の表彰 

地域において、環境保全推進のため長年にわたり献身的な活動を続け、その事績が顕著な個

人または団体に対して知事感謝状による表彰を行っており、令和元年度（2019年度）は、４

団体・２個人を表彰しました。 

 

団体名又は氏名 （総合）振興局 市町村 区分 

中野 嘉陽 胆振 白老町 個人 

羽根石 晃彦 オホーツク 北見市 個人 

 輪厚川と親しむ会 石狩 北広島市 団体 

沢江町内会 後志 古平町 団体 

熊石レディースネットワーク 渡島 八雲町 団体 

北海道北見北斗高等学校サイエンスクラブ オホーツク 北見市 団体 
 

エ 環境保全推進委員制度 

環境保全及び創造に関する施策に道民の意見を反映するため、「北海道環境基本条例」に基

づき環境保全推進委員制度を設けています。 

委員は、地域において環境情報などを収集して、自ら環境保全に資する行動に取り組むよう

努めるとともに、道の環境施策に対する意見等を提出することとなっており、現在、公募によ

り49名の方を委員として委嘱しています（下図表）。 
 

   

 

  

 

 

 
オ 公益財団法人北海道環境財団

民間団体等による自発的な環境保全活動を促進するため、平成９年度（1997年度）に設立

された公益財団法人北海道環境財団は、環境情報の提供や環境保全活動への支援、各主体間の

パートナーシップ形成の拠点となる「北海道環境サポートセンター」の運営など、様々な取組

を行っており、道では、こうした同財団の取組を支援しています。 

連携地域名 委嘱人数 

道 央 圏 
空知、石狩、後志、 

胆振、日高 
28 

道 南 圏 渡島、檜山 4 

道 北 圏 上川、留萌、宗谷 12 

オホーツク圏 オホーツク 1 

十 勝 圏 十勝 2 

釧路・根室圏 釧路、根室 2 

計 49 

※令和２年４月現在  

■令和元年度環境保全活動功労者表彰（知事感謝状）被表彰者一覧 ※敬称略 

（随時）意見・質問の提出 

質問への回答、環境情報等の提供 

道の環境施策に関する 
パブリックコメントへの意見提出 

環境施策に関する調査の 

実施調査に対する回答 

 

道 

 

施策への 

反映 

 

調査結果 

の公表 

 

 

環 
境 
保 

全 
推 
進 

委 
員 

■環境保全推進委員制度のしくみ ■環境保全推進委員の連携地域別構成 

■タンチョウ越冬分布調査の様子 
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（公財）北海道環境財団では、地域での環境保全活動を促進するため、北海道が指定する「北海道

地球温暖化防止活動推進センター」としての活動のほか、情報や環境学習の機会の提供、企業等と

連携した保全活動の支援、地域主体との協働モデル事業など、様々な取組を進めています。 

  

◎企業と連携した環境保全の取り組み～北海道 e-水プロジェクト～ 

平成 22年（2010 年）に北海道コカ･コーラボトリング

株式会社、北海道、当財団の三者連携で始まった助成制度

「北海道 e-水プロジェクト」は、令和元年（2019 年）で

10 周年を迎えました。これを機に、寄付対象商品が、「い・

ろ・は・す天然水 555mlPET」に変更となり、水環境保全

活動を直接連想しやすい商品となったほか、寄付額も増加

となる見込みです。11 月には助成活動団体の報告や海洋プ

ラスチック問題の専門家、九州大学の磯辺篤彦教授による基調講演などを内容とした「e-水フォー

ラム」を開催しました。引き続き、北海道の水環境保全のため三者連携し、活動団体の支援を継続

していきます。 

 

◎北海道生物多様性保全活動連携支援センター（HoBiCC）～「ひぐまっぷ」の運用～ 

道総研環境地質・研究本部環境科学研究センター（現：エネルギ

ー・環境・地質研究所）が開発した「ヒグマ出没情報共有システム

（ひぐまっぷ）」の共同運用を行いました。ひぐまっぷは、出没情報

がリアルタイムで見えることにより近年、急増している人とヒグマ

のあつれき防止につながることや住民サービス向上・注意喚起など

の導入効果があり、渡島半島を中心とした市町村が利用しています。 

 

 

◎自治体や活動団体等と連携した温暖化防止活動の推進、啓発活動（北海道地球温暖化防止活動推進センター） 

温暖化防止のために政府が進めている国民運動

「COOL CHOICE」の普及に取り組む自治体に対し

て、啓発活動の企画づくりや実施に関する支援を行っ

ています。北見市、遠軽町、滝川市、斜里町、清里町、

小清水町、羅臼町、西興部村の 8 自治体と連携し取り

組みました。 

また、地域での温暖化防止活動の普及及び地域主体

による啓発活動の定着も狙い、函館の「エコライフフ

ェア」の開催など、自治体や地域の活動団体、地球温暖化防止活動推進員らが連携した行事の企画

づくりの支援や実施協力などを行っています。このほか、旭川、函館などの地域と連携し、啓発資

料や学習ツールなどの情報発信を行うなど地域と都市部での情報交流や情報提供を図っています。 

 

≪環境活動のナビゲーター「公益財団法人北海道環境財団」の主な取組≫ 



第５章 各分野に共通する施策の展開 

- 102 - 

 

カ 北海道生物多様性保全活動連携支援センター（HoBiCC） 

生物多様性の保全を推進するためには、道や市町村、NPO、事業者、各分野の専門家など、

様々な主体がネットワークを構築し、活動を進めていくことが重要です。 

   こうしたネットワークを形成し、地域の保全活動等を支援するため、公益財団法人北海道新

聞野生生物基金、地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境科学研究センター及び公益財団

法人北海道環境財団の3団体により平成26年（2014年）4月4日に「北海道生物多様性保全

活動連携支援センター（HoBiCC）」が設立されました。 

   道では、HoBiCCを「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活

動の促進等に関する法律」に基づく「生物多様性保全活動連携支援センター」に指定していま

す。 

   HoBiCCでは、①生物多様性の保全に対する認知と理解の促進、②地域での生物多様性の保

全活動等への支援、③多様な主体間の連携の促進、④生物多様性に関する科学的知見の集積と

提供、⑤生物多様性の保全に必要となる人材の育成などに取り組むこととしており、令和元年

度（2019年度）は、北海道の生物多様性保全活動を支援する北洋銀行「ほっくー基金」助成

事業の事務局を担うほか、特定外来生物セイヨウオオマルハナバチの捕獲登録システム「新セ

イヨウ情勢」を運用するなど、生物多様性の保全に向けた支援や普及啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国 

■市町村 

 

 

 

 

■事業者 
 

 

■地域のネイチ

ャーセンター、

研究機関、 
NPO など 
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２ 環境と経済の好循環の創出 

 

  

（1）環境に配慮した事業活動の推進 

生産や流通など社会の中で大きな役割を担う事業者の活動においては、法規制の遵守に加え、

製造段階から環境に配慮し、廃棄の際にリサイクルしやすい製品の製造、低負荷型の製造方法や

流通手段の取り入れなど、環境への負荷を積極的に減らすことが重要です。 

  また、事業者や組織が導入する環境管理システムには、国際規格である ISO14001 に加

え、ISO14001 に比べて中小企業が導入しやすい「北海道環境マネジメントシステムスタンダ

ード（HES）」や環境省が策定したガイドラインに基づく「エコアクション 21（EA21）」の

認証制度があり、この 3 つの制度の認証取得事業所数は、令和元年度（2019 年度）末現在、

合計で 529 となっています。 

このほか、道では、企業の立地等に際し環境に大きな影響を及ぼすおそれがある場合、必要に

応じ関係市町とともに事業者と公害防止協定を締結し、環境に配慮した事業活動を求めていま

す。 

令和元年度（2019年度）末現在、道、苫小牧市と事業者との3者協定を17事業所と、苫小牧

東部工業地域に関連して、道、苫小牧市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町と事業者との7者

協定を9事業所と、石狩湾新港地域に関連して、道、札幌市、小樽市、石狩市と事業者との５者

協定を1事業所と締結しており、関係市町と連携して協定に基づく監視、助言、指導を行うこと

で地域の環境保全対策を推進しています。 

 

ア 北海道グリーン・ビズ認定制度 

道では、環境保全に貢献している事業所等の取組を認定（登録）する「北海道グリーン・ビ

ズ認定制度」を平成 20年度（2008 年度）に創設しました。 

   この制度には、他の模範となる優れた取組を認定する「創意あ 

ふれる取組部門」や CO２等の排出量削減の数値基準を達成した取組 

を認定する「先進的な取組部門」があり、令和元年度（2019 

年度）までに、56 事業所を認定しました。 

このほか、自主的な取組を実践している事業所を広く登録する 

「優良な取組部門」があり、令和元年度（2019年度）末現在、 

1,597 事業所等が登録されています。 

   認定（登録）された事業所等は、金融機関から融資を受ける時 

や私募債を発行する際に金利の優遇を受けられるほか、シンボル 

マーク（右図）が使用でき、道のホームページ等で紹介されるなどのメリットがあります。 

 

イ 道が行う事務・事業等における環境配慮の推進 

道は、自らも事業者であることから、率先して様々な環境配慮の取組を進めています。 

 

◆実行計画期間中の温室効果ガス排出量 

道では、事務・事業の実施に際し、自ら排出する温室効果ガスの抑制を図るとともに、道

■優良な取組部門シンボルマーク 
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民や事業者の取組の促進を目的として「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平

成 12 年度（2000 年度）から「道の事務・事業に関する実行計画」を策定し、環境配慮を

徹底する取組を進めています。 

実行計画は概ね 5 年ごとに改定し、平成 28 年度（2016 年度）から第４期の実行計画

に基づく取組を始めました。 

 

○第４期実行計画の概要 

計画期間は平成 28 年度（2016 年度）から令和 2 年度（2020 年度）とし、令和 2

年度（2020 年度）における温室効果ガス排出量を、基準年度（平成 26年度（2014 年

度））に比べて、二酸化炭素換算で 1 万 6,000 トン（5.4%）削減することとしていま

す。 

なお、平成 30 年度（2018 年度）の排出量は 26万 2,392 トンで、基準年度に比べ

34,686 トン（11.7％）減少しました。 

 

■温室効果ガス排出量の削減目標（単位：ｔ－ＣＯ２） 

平成26年度（2014年度） 

温室効果ガス排出実績 

Ａ 

 

削減目標 

Ｂ 

令和２年度（2020年度） 

温室効果ガス排出目標 

Ｃ＝Ａ－Ｂ 

297,100 16,000（5.4%） 281,100 

 

◆グリーン購入の推進 

道では、「グリーン購入の推進」として環境配慮型製品の優先的購入を進めており、平成

13年（2001年）に策定した「北海道グリーン購入基本方針」及びその具体的指針として毎

年定める「環境物品等調達方針」により、環境物品等を積極的に調達しています。  

今後も、グリーン購入を道自らが率先して行うことにより、環境にやさしいライフスタイ

ル・ビジネススタイルの確立に向けた道民や事業者の意識喚起や環境物品等への需要の転換

を図ります。 

また、平成26年度（2014年度）以降、道内の全市町村（179市町村）でグリーン購入

を実施していることから、今後は、市町村におけるグリーン購入の実施分野・品目の拡大に

向けて、取組状況の把握や情報提供等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道におけるグリーン購入調達率 
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◆公共事業等の計画または実施段階での環境配慮 

公共事業等の計画又は実施に当たっては、環境負荷の低減など環境に配慮する必要がある

ため、道では、公共事業における建設廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用などを推進して

います。 

 

◆環境に配慮した契約の取組 

平成19年（2007年）に制定された「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し

た契約の推進に関する法律」（環境配慮契約法）では、地方公共団体においても環境負荷が

できるだけ少なくなるような工夫をした契約（環境配慮契約）の推進に努めることとされて

います。 

道では、これまでも環境に配慮した取組を進めてきたところですが、平成26年（2014

年）3月に「道における環境配慮契約への対応方針～効果的な導入のあり方～」を定め、導

入が可能なものから取り組んでいます。 

 

（2）環境と調和した産業の展開 

ア 環境と調和した農業の展開 

道では、農業の自然循環機能を維持・増進させ、環境との調和に配慮した、安全・安心で品

質の高い農産物の安定生産を進めるため、堆肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、

化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限にとどめるクリーン農業やそれらを基本的に使

■「北海道グリーン購入基本方針」のしくみ 

 

【趣旨】 
○ 環境配慮型製品の優先的購入など 
○ 環境負荷の低減に資する物品・役務の調達方針を作成、調達を推進（グリーン購入法による努力義務） 

【適用範囲】 道のすべての機関に適用 

【基本原則】 

○ 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を使用していること 
○ 使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと 
○ 使用後にその全部又は一部の再使用または再利用がしやすいことにより、廃棄物の発生を抑制できること 

○ その他環境への負荷の低減に資することができるものであること 
○ 調達の必要性・適正量の事前検討により調達総量を抑制すること 
○ 不要な機能・品質を有する物品は調達しないこと 

【環境物品等調達方針】 

○ 毎年度、調達方針を作成・公表 

 

○ 調達方針に基づき、調達を推進 

 

○ 調達実績の取りまとめ 

－ 年度ごとの環境物品等調達方針 － 
○ 紙類、文具類、ＯＡ機器、作業服等の特定調達品目 
 ・H30年度：21分野275品目及び北海道認定リサイクル製品 
 ・Ｒ1年度：21分野276品目及び北海道認定リサイクル製品 
○ 判断基準（調達に当たっての判断基準） 
○ 配慮事項（調達に当たって配慮することが望ましい事項 
○ 調達目標（原則100%） 

【公 表】 道のインターネットホームページ等による公表 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/green/greentop.htm 
 

【推進組織】 
 グリーン購入調達推進連絡会議 
 （各部等の代表主査で構成） 
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用しない有機農業を推進しています。 

このため、化学肥料・化学合成農薬の低減や、有機農産物の安定生 

産に向けた技術などの開発・普及を進めるとともに、一定の基準を満 

たした農産物にYES!cleanマークを表示し、詳しい栽培情報を消費者 

等にお知らせする「北のクリーン農産物（YES!clean）表示制度」を 

平成12年（2000年）に創設しました。平成16年（2004年）から 

は、化学肥料の使用量や化学合成農薬の使用回数を数値化した基準等 

を定めるとともに、平成23年度（2011年度）には、YES!cleanマ 

ークの表示対象をYES!clean農産物を原材料とした加工食品にも拡 

充し、一層の生産及び流通・消費の拡大を推進しています。 

なお、この制度に登録している生産集団は令和元年度（2019年度）で257集団、作付面積

は17,424haで生産の拡大に向けた技術の開発・普及や消費者・流通販売業者へのPR活動等

に積極的に取り組んでいます。また、有機農業については、理解の促進や販路拡大を図るため

のPR、生産者と消費者の交流イベントの開催などに取り組むほか、国が定めた全国共通の生産

基準をクリアし、第三者機関が検査・認証を行う有機JAS制度についても、その普及啓発を図

っており、平成30年度（2018年度）で291戸が有機JAS認証を取得しています。 

 

イ 環境と調和した林業の展開 

北海道の森林は、エゾマツやミズナラに代表される天然林とトドマツやカラマツなどの人工

林で構成され、水源の涵
かん

養や土砂の流出防止など、様々な公益的機能を有していることから、

道ではこれまでも適切な森林づくりに取り組んできました。 

森林は、成長する過程で光合成により二酸化炭素を吸収し、炭素を貯蔵しています。また、

住宅や家具として木材を利用することで炭素を長期に固定するとともに、化石燃料の代替とし

て木質バイオマスを供給するなど、地球温暖化の防止に役立っています。 

森林の整備にあたっては、森林所有者、関係事業者、行政機関がそれぞれ環境に配慮する必

要があることから、道では、「生物多様性の保全に配慮した森林整備事業の手引き」を作成し

ました。また、市町村森林整備計画において、生物多様性の保全に特に配慮するゾーンを設定

する際の参考資料として、「生物多様性ゾーンの設定について」を作成し、市町村に周知して

います。 

■有機JAS認証農家戸数及び作付面積 

■YES!cleanマーク 

 

■YES!clean表示制度登録生産集団及び作付面積 
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さらに、独立した民間の第三者機関が、一定の基準により環境に配慮した森林経営が行われ

ている森林を認証する「森林認証制度」の取組が道内に広がっており、令和2年（2020年）

３月末における道内の認証森林面積は約145万ｈａと、道内の森林面積の約26％、全国の認

証森林の約58％を占めています。 

 

ウ 環境と調和した水産業の展開 

水産資源の生育の場である水域環境の適切な保全や循環型社会の構築に向け、環境と調和し

た水産業の展開が求められており、海域の水質保全や土砂、流木の流入による漁業への被害の

未然防止を図るため、各地域に設置されている「流域協議会」などで協議が進められるととも

に、環境生態系の保全を図るため、藻場や干潟等の保全活動等を行う活動組織に対して、支援

を行っています。

さらには、循環型社会構築のため、水産系廃棄物の適正処理と循環利用を促進しています。 

 

エ 環境と調和した観光産業の展開 

道では、豊かな自然環境を道民の貴重な財産として損なうことなく守り育てながら、自然と

のふれあいを大切にする北海道らしい観光地づくりを進めるため、アウトドア観光やグリーン

ツーリズムなど地域の自然を活かした体験型観光を促進するとともに、観光地における環境美

化など環境にやさしい観光地づくりを推進しています。 

   そのため、アウトドア資格制度に基づく講習会や体験型観光のPRなどを実施するとともに、

地域における美化活動に対する支援や環境に関する意識・マナーの普及、啓発に取り組んでい

ます。 

 

（3）環境ビジネスの振興 

道では、環境ビジネスの創出・育成を推進するため、第２期北海道環境産業振興戦略に基づき、

重点的に取り組む分野としてスマートコミュニティ関連及びリサイクル関連、省エネルギー関連

の３分野を設定して施策を展開しています。 

環境産業関連製品技術開発振興事業によるスマートコミュニティや環境産業関連の技術開発・

製品開発に対する補助金、環境産業振興総合対策事業による環境産業への参入促進と販路拡大に

向けた水素利活用型ビジネス形成促進事業による水素関連ビジネスの展開促進に対する支援を

行うとともに、リサイクル産業創出事業補助金のほか、北海道産業振興条例に基づく製品開発支

援等に特定産業分野枠（環境・エネルギー産業など）を設け、中小企業の競争力の強化に向けた

助成を行うなど、環境・エネルギー産業への支援を実施するとともに、関係者の連携強化や施設

整備の促進、各種情報の提供等に対する支援を通じ、環境ビジネスの振興を図っています。 

 また、大気浄化や土壌・水質の改善といった環境分野でのニーズが顕在化している中国や

ASEAN に道内企業がビジネス進出するための足がかりとなるよう、様々な機会の創出に努めて

います。 
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令和元年度（2019 年度）には、札幌市で中国政府及び中国企業・ベトナム政府を招いた国際

ビジネス商談会の開催や、道内企業のシーズ集や企業概要を活用し、今後の商談や技術協力の意

向等を調査するなど、道と中国及びベトナムのビジネスマッチングを通して、道内企業の海外展

開支援を行っています。 

 

環境重視型社会を構築していくためには、地域住民の生活基盤である「まち」にも環境への負荷

を低減する仕組みを取り入れることが重要であり、従来の機能性、合理性を優先させた「まちづく

り」の手法に、環境の視点を加え、より環境への負荷の少ないまちづくりや地域づくりを進めてい

くことが求められています。 

国では、良好な都市環境の形成に向けた総合的、体系的な計画である「都市環境計画」を市町村

が策定することを推進し、道内では、帯広市と北見市が環境共生モデル都市の指定を受けました。 

その後、平成20年度（2008年度）には、低炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの大幅な削

減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」に、国内の13都市が

選定され、道内からは帯広市と下川町が選ばれて取組を実施しているほか、平成26年（2014年）

3月には、ニセコ町が「国際環境リゾート都市・ニセコスマートチャレンジ86」を提案し、追加選

定されました。 

また、国では、「環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価値を創造する都市」をコ

ンセプトに「環境未来都市」を選定しており、平成23年（2011年）には、公共施設への木質バイ

オマスボイラーの導入やカーボン・オフセットの取組の推進など、全国に先駆けた環境政策や超高

齢化に対応した低炭素型都市構想が評価を受け、下川町が選定されました。 

これらの市、町では、現在、地球温暖化対策など、様々な先駆的取組を進めています。 

 

（1）環境に配慮した住まいづくり 

民生（家庭）部門の二酸化炭素排出割合が他県よりも高い本道においては、住まいづくりにお

ける環境への配慮が重要です。 

このため、「北海道住生活基本計画」に基づき、省エネ性能の見える化や省エネリフォームの

推進、建築物省エネ法への対応など、環境に配慮した住宅施策を総合的に推進しています。 

また、昭和63年度（1988年度）から、産学官の連携により、北国の気候風土に適した住まい

である北方型住宅の普及推進に取り組むとともに、平成26年度（2014年度）からは、北方型住 

宅を支える仕組みとして、一定の断熱性能を有するなど住宅の基本性能の確保や断熱、気密など

に関する技術者の所属など一定の要件を満たす住宅事業者を登録する「きた住まいる制度」の運

用を開始し、良質な住宅ストックの形成（住宅全体の質の向上）を図っています。 

このほか、公営住宅では、地域材を活用した木造公営住宅の整備など環境に配慮した取組を促

進しています。

 
３ 環境と調和したまちづくり 
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（2）土地利用に際しての計画 

道民の生活や生産の共通基盤である道土（北海道の区域における国土）の総合的、計画的利用

を図るため、「国土利用計画法」に基づき、「国土利用計画（北海道計画）」及び「北海道土地

利用基本計画」を定めています。 

国土利用計画（北海道計画）は、平成28年度（2016年度）に変更され、自然環境と美しい景

観等を保全・再生・活用する土地利用等を基本として、道土の安全性を高め持続可能で豊かな道

土を形成する土地利用を目指すものとしています。 

北海道土地利用基本計画は、平成29年度（2017年度）に変更され、都市計画法や森林法、自

然公園法等に基づく諸計画の上位計画として、総合調整機能を持つとともに、土地取引には国土 

利用計画法に基づき直接的に、開発行為には個別規制法を通じて間接的に規制する基準としての

役割を担っています。 

都市地域について、道では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のほか、土地利用、

都市施設、市街地開発事業に関する計画（都市計画）の決定に当たり、あらかじめ環境保全面か

らの配慮が効果的に行われるよう計画の原案作成段階で十分な検討を行い、環境保全上著しい支

障を生じるおそれがある場合には、所要の措置が講じられるよう関係市町等と調整しています。

さらに、一定規模以上の道路や土地区画整理事業等については、環境影響評価法等に基づき、環

境影響評価を行い、環境保全に配慮した都市計画を決定しています。 

 

（3）土地の利用に際しての規制等 

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積

が3,000㎡以上の製造業等の工場を新設又は変更しようとするときには、「工場立地法」に基づ

き、工事に着手する日の90日（短縮申請により30日）前までに各市町村長に届け出るよう定め

られています。この場合、敷地面積に対する生産施設や緑地の割合等について定めた「工場立地

に関する準則」に適合していなければなりません。 

また、森林の無秩序な開発を防止し、森林の適正な利用を図るために、森林法に基づく林地開

発許可制度があり、１haを超える森林を開発する場合には、知事や権限移譲を受けた市町村長の

許可を必要としており、開発行為により災害や水害が発生しないこと、水源涵
かん

養などの機能や周

辺の環境に著しい影響を与えないことなどを許可基準として定めています。 

このほか、自然環境の保全や良好な生活環境の確保、災害の防止を図り、適正で合理的な土地

利用を進めるため、道は「ゴルフ場開発の規制に関する要綱」に基づき、ゴルフ場の数が３以上、

又はその面積が当該市町村面積のおおむね１%以上を占める市町村においては、当分の間、新た

なゴルフ場開発を基本的に認めないこととしています。 
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◆特定の開発行為の規制 

道では、無秩序な開発による災害の発   

生を未然に防止するとともに、環境を保 

全するため「北海道自然環境等保全条 

例」に基づき、１ha以上のスキー場やキ 

ャンプ場等の建設、資材置場又は工場用 

地の造成及び土石の採取を知事の許可 

が必要な特定の開発行為として規制し 

ています。 

なお、許可に当たっては、森林の適正 

な保存、必要な防災施設の設置などにつ 

いて許可基準に基づき審査するととも 

に、許可後の開発行為が適正に行われて 

いるかどうかについても監視等を行っ 

ています。また、許可の手続きが円滑に 

行われるよう事前相談や事前審査にも 

応じています。 

 

（1）環境影響評価制度の運用 

環境影響評価、いわゆる環境アセスメントは、事業者が道路やダム、鉄道、発電所の建設、さ

らに宅地開発やゴルフ場の造成などを実施する際に、あらかじめその事業が環境に及ぼす影響に

ついて科学的な調査、予測、評価を行い、

その過程や結果を公表して、住民や行政

機関、専門家などの意見を聴く手続を通

じて、事業の実施に伴う環境保全につい

て適正に配慮されることを確保しよう

とする制度です。つまり、環境アセスメ

ントは、事業者自ら広範囲に集めた環境

情報をもとに環境影響の回避・低減を図

り、適切な環境保全措置を検討すること

を目的として行われるものです。事業者

が十分な環境情報を収集し、環境への配

慮を適切に行うためには、地域の環境に関して様々な情報を持っている道民の皆さんや専門家の

方々からの意見が不可欠であり、道では、制度や手続過程に関する情報を、ホームページで提供

しています。 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/assessindex.htm） 

なお、最近3年間の「環境影響評価法」及び「北海道環境影響評価条例」に基づき行った手続

の実施状況は、右上表のとおりです。 

区  分 

許     可 
事前 

相談 

事前 

審査 

完了 

検査 

監視 

指導 
H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

ゴルフ場 
件数 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 面積 0 0 0 

スキー場 
件数 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 面積 0 0 0 

遊園地等 
件数 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 面積 0 0 0 

複合施設 
件数 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 面積 0 0 0 

宅地の造成 
件数 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

3 

 面積 0 0 0 

資材置場等 
件数 1 1 3 2 

 

3 

 

2 

 

3 

 面積 11 5 17 

土石の採取 
件数 21 11 4 34 

 

18 

 

8 

 

74 

 面積 204 89 32 

合 計 
件数 22 12 7 36 

 

21 

 

10 

 

80 

 面積 215 94 49 

※1 「許可」以外の区分は、令和元年度の件数 

※2 面積単位：ha 
※3 事前相談と監視指導については延べ件数 

 
４ 基盤的な施策の推進 

 

  

年度 

区分 

Ｈ29 Ｈ30 R1 

ス

 配

 方

 準 

配 方 準 ス 配 方 準 ス 配 方 準 

道   路             

発 電 所 １ ６ ７ ４

10 

 ４ ２ 4  ６ ３ １ 

そ の 他             

合

計 

法律  ６ ７ ３  ４ ２ ４  ６ ３ １ 

条例 １   １         

  ス：スクリーニング 配：配慮書 方：方法書 準：準備書 

■道における環境影響評価手続の実施件数 

 ■特定の開発行為に係る処理状況 
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ア 環境影響評価法に基づく環境影響評価 

   「環境影響評価法」では、道路、ダム、 

鉄道、飛行場、発電所の建設など13種類 

の事業を対象としています。このうち、 

規模が大きく環境に大きな影響を及ぼ 

すおそれがある事業を「第一種事業」と 

定め、環境アセスメント手続きの実施を 

義務づけています。また、「第一種事業」 

に準ずる規模の事業を「第二種事業」と 

して定め、環境アセスメント手続きを行 

うかどうかを個別に判断することとし 

ています（スクリーニング）。 

   同法に基づく環境アセスメントの手  

続きは概ね右図のとおりで、事業者は配  

慮書段階では計画段階での環境配慮事 

項の検討結果を、方法書段階では環境ア  

セスメントを実施する項目や方法の案

を、準備書段階では調査、予測、評価等

の結果の案をとりまとめ、それぞれの段

階で一般の方々の意見や関係都道府県

知事、主務大臣の意見を聴き、それらを踏まえて図書の内容を見直し、最終的に環境アセスメ

ントの結果をとりまとめた評価書を作成します。道知事が意見を述べるに当たっては、関係市

町村長の意見や北海道環境影響評価審議会での審議結果等を踏まえることとなっています。 

 

イ 北海道環境影響評価条例に基づく環境影響評価 

道では、昭和53年（1978年）に他の都府県に先がけて、環境に著しい影響を及ぼすおそれ

のある事業について、環境配慮が適切かつ円滑に行われることを目的として、「北海道環境影

響評価条例」を制定、運用しており、平成10年（1998年）には環境影響評価法との整合を図

るため、全面改正を行いました。また、その後の同法の改正を踏まえ、同条例についても必要

な改正を行っています。 

同条例の対象事業は同法の対象事業に加え、レクリエーション施設などの事業も対象として 

いるほか、第二種事業については同法よりも小さな規模まで対象にしています。手続きについ 

ても、準備書について道民が2回意見を提出する機会を設けるなど、条例独自の手続きが定め 

られています。 

 

（2）環境に関する調査研究の推進（地方独立行政法人北海道立総合研究機構） 

道では平成 22 年（2010 年）4月、農業、水産業、林業、食品産業、環境、地質及び建築の

各分野に関する試験、研究、調査、普及、技術開発、技術支援等を行い、道民生活の向上及び道

内産業の振興に寄与することを目的として、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「道

総研」という。）を設立しました。 

 

説明会開催、審議会での審議 

説明会開催、公聴会開催、 

審議会での審議 

審議会での審議 

第二種事業について、環境影響評価を行う

必要があるかどうかを主務大臣が判定 

環境影響評価の結果について、住民や知事、

主務大臣の意見を聴く 

意見等を踏まえて準備書を見直し 

環境影響評価の項目や手法等について、住

民や知事、主務大臣の意見を聴く 

第一種事業に係る事業計画段階の環境配慮

事項の検討結果について、住民や知事、主務

大臣の意見を聴く 

環境影響評価手続の流れ 

 分野別の施策の展開 

スクリー 

ニング 

配慮書手続 

事後調査等手続 

方法書手続 

事業実施 

評価書手続 

環境影響評価実施 

準備書手続 
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道総研は「食」、「エネルギー」、「地域」の 3つを重点領域として、これまで培ってきた技術や

知見を基に、様々な分野が連携する総合力を発揮しながら、道内産業の持つ技術の基本価値や行

政施策の有効性を高める基盤技術の研究を行うとともに、各研究本部が専門性を発揮した研究開

発を行っています。 

このうち、環境・地質研究本部では、環境科学研究センター※が広域多岐に渡る環境問題に関

する調査研究を行っています。 

※令和２年（2020 年）４月に、エネルギー・環境・地質研究所（以下「エネ環地研」）とし

て統合再編し、環境問題に関する調査研究を引き続き推進。 

 

 

エネ環地研では環境関連施策の推進や課題解決に向けて、再生可能エネルギーや省エネルギー、

循環資源、生物多様性保全、地域環境保全などに関する研究開発を進め、道や市町村などに対し、

環境関連施策の基礎となる科学的知見を提供しています。 

また、道民の皆様の疑問や技術的な課題等の解決のため、技術相談をはじめとする各種の技術支

援にも積極的に取り組んでいます。 

 

最近の研究開発の取組 

最近の調査研究の取組として、エネルギーに関しては、再生可能な地域のエネルギー資源である

地熱やバイオマスの利活用技術の開発や、施設や地域全体でのエネルギー利用を効率化するための

技術開発などに取り組んでいます。 

循環資源に関しては、各種廃棄物の適正処理や再資源化・循環利用のための技術開発に取り組ん

でいます。令和元年度（2019年度）からの重点研究では、海岸流木処理対策の効率化・迅速化の

ため、UAV（無人航空機）での空中写真撮影とAIを用いた画像解析により漂着量を迅速に推計す

る技術の開発を開始しました。 

生物多様性保全に関しては、湿原や原生花園の再生、希少種の保護、外来種の防除に関する調査

研究や、農村生態系の保全にむけた環境調査、ヒグマやエゾシカの個体数管理、農業被害や人身事

故等あつれき防止のための調査研究に取り組んでいます。令和 2 年度（2020 年度）実施予定の

道受託研究では、オホーツク地域の道有林を中心に 80 基のヘア・トラップ（ヒグマの体毛を採取

する装置）を設置し、採取した体毛の遺伝子分析による個体識別を行い、調査地域内のヒグマの個

体数を推定する予定です。 

地域環境保全に関しては、河川～湖沼～海域に係る水環境

の保全、ヒトや生態系への環境リスクが懸念される物質

（PM2.5、有害大気汚染物質、ポリ塩化ビフェニル（PCBs）、

農薬など）についての動態評価や、騒音・振動など生活環境

の保全に関する調査研究に取り組んでいます。また、地質環

境に関わる鉱山廃水や有害掘削残土の処理技術の開発にも

取り組んでいます。 

令和元年度（2019年度）までの重点研究では、道内の約

７割のシジミ漁獲量を有する網走湖において、湖内や流域の詳細な調査と解析から、網走湖の持続

的な環境保全とシジミ資源の安定確保のためには流域からの窒素負荷量を現状よりも抑制するこ

とと、シジミ漁場の塩分を適切に確保する必要性があることを明らかにしました。 

≪エネ環地研における主な環境分野の取組≫ 

■網走湖の多項目水質計による調査 
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監視指導 

エネ環地研では、道が行う大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査に

おける汚染物質の測定、分析等の監視業務を担っているほか、大気汚染や水質汚濁に関する低減方

法の技術的助言や測定値に対する精度管理、行政職員への技術支援を行っています。 

 

普及活動・技術支援 

エネ環地研では、研究開発の成果を広く周知し、環境に関する知識を普及するため、研究成果

発表会の開催、事業概要や研究開発を取りまとめた報告書や広報誌の発行、ホームページでの情

報発信などのほか、道や札幌市などが開催する普及啓発イベントへの協力・出展などを行ってい

ます。 

また、技術支援活動として、技術相談を始め、各種研修会やセミナーなどへの講師派遣、刊行物

等の記事の依頼執筆、道内の教育機関への総合学習（環境教育）の教材の提供、依頼試験、設備使

用、研修者の受入などを実施して、エネ環地研が有する技術の提供に努めています。 

さらに、大気や水質などの測定結果や野生動植物情報のデータベース化や、地理情報システム

（GIS）データやリモートセンシング（人工衛星やUAV）による画像データ集積を進めており、こ

れらの環境に係る各種データの提供にも取り組んでいます。 

 

 

（3）環境保全に資する国際的な取組の推進 

今日の環境問題は一国だけで解決できるものではなく、国境を越えた取組が求められています。 

道では、開発途上国等の環境保全に対する技術支援等を図るため、国とも連携を図りながら、

専門職員の派遣や研修生の受入れなどを積極的に進めており、平成7年度（1995年度）からは

国際協力事業団（JICA（現：独立行政法人 国際協力機構））等と連携して、開発途上国の行政

官等を対象にした研修事業を実施しています。 

 

（4）環境情報の提供 

近年のインターネットの普及に伴い、ウェブサイトを活用した情報公開が一般化していること

から、道でも、ウェブサイトの整備を進めています（環境政策課のトップページ「ほっかいどう

の環境」http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/index.htm）。 

このウェブサイトには、環境局内各課室のトップページへのリンクのほか、新着情報やイベン

ト等のニュース、近年の環境白書や環境関連の法律・条例・規則・計画、環境調査・観測結果の

データ、さらには、環境教育に関する啓発資材など、様々な情報を掲載しています。 

また、北海道の恵まれた自然環境の保全、地球温暖化対策、循環型社会の形成に向けた取組な

ど、環境に関する最新情報や話題を環境情報メールマガジン「北海道環境メッセージ」として、

希望される方に月1回配信しており、令和２年（2020年）６月末現在の登録者数は5,675人と

なっています。 
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◆ＧＩＳ（地理情報システム）の活用 

環境に関する情報は多種多様で、情報量も膨大ですが、現在ではGIS（地理情報システム）

を用いることにより、地理上の位置情報を手がかりに特定の地域の様々な環境情報を検索す

ることが可能となっています。 

また、人工衛星のデータ画像を利用するリモートセンシング技術の研究が進み、従来の航

空写真では判別できなかった植生の違いまで解析できるようになってきました。 

道や道総研エネ環地研では、次の環境に関するGISをウェブサイトに掲載しており、野鳥を

はじめ動植物の分布情報を入力し、地図を作製することができます。 

 

GISで見る北海道の環境と資源 http://envgis.ies.hro.or.jp/index.html 

Bird Base アジアの鳥類分布データベース https://webgis.hro.or.jp/birdbase/ 

北海道の水環境 http://envgis.ies.hro.or.jp/mizu_index.html 


